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平成15年 3月31日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

規
　
則

◯
秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
三
・
総
務
課
）

◯
秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
四
・
人
事
課
）

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
三
五
・
税
務

課
）

◯
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
費
用
の
負
担
命
令
及
び
徴
収
に
関
す
る
規
則
及
び
知
的
障
害
者
福
祉

法
に
よ
る
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
三
六
・
障
害
福
祉
課
）

秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
三
十
三
号

秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
推
進
チ
ー
ム
は
、
組
織
規
則
第
六
条
第
一
項
市
町
村
課
の
項
第
十
四

号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
行
政
と
住
民
団
体
が
共
同
で
実
施
す
る
事
業
活
動
の
企
画
及
び
推
進

並
び
に
行
政
と
共
同
で
事
業
活
動
を
行
う
住
民
団
体
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す

る
。

第
五
条

環
境
あ
き
た
ア
ク
シ
ョ
ン
チ
ー
ム
は
、
組
織
規
則
第
八
条
環
境
政
策
課
の
項
第
一
号
に
掲

げ
る
事
務
の
う
ち
、
県
民
が
主
体
と
な
る
環
境
保
全
活
動
の
推
進
及
び
環
境
教
育
の
充
実
に
関
す

る
事
務
を
分
掌
す
る
。

第
六
条

技
術
移
転
促
進
チ
ー
ム
は
、
組
織
規
則
第
十
一
条
第
一
項
商
工
業
振
興
課
の
項
第
五
号
に

掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
高
等
教
育
機
関
又
は
試
験
研
究
機
関
の
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
企
業

へ
の
移
転
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
促
進
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

第
七
条

秋
田
ス
ギ
活
用
促
進
チ
ー
ム
は
、
組
織
規
則
第
十
一
条
第
一
項
商
工
業
振
興
課
の
項
第
十

二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
秋
田
ス
ギ
及
び
太
陽
光
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
し
た
住
宅
等
の

研
究
及
び
開
発
並
び
に
当
該
住
宅
等
の
実
用
化
を
図
る
民
間
事
業
者
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
事

務
を
分
掌
す
る
。

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
削
り
、
第
十
二
条
を
第
八
条
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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│
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│
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│
│
│

秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
三
十
四
号

秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旅
費
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
旅
行
又
は
旅
行
依
頼
に

よ
り
行
う
旅
行
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
旅
行
年
月
日
、
用
務
及
び

用
務
地
が
記
載
さ
れ
た
書
類
が
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
旅
行
命
令
簿
等
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
郵
政
事
業
庁
」
を
「
日
本
郵
政
公
社
」
に
、
「
路
程
表
」
を
「
郵
便
線
路

図
」
に
、
「
郵
便
線
路
図
」
を
「
当
該
郵
便
線
路
図
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ

市
町
村
課

環
境
政
策
課

商
工
業
振
興
課

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
推
進
チ
ー
ム

環
境
あ
き
た
ア
ク
シ
ョ
ン
チ
ー
ム

技
術
移
転
促
進
チ
ー
ム

秋
田
ス
ギ
活
用
促
進
チ
ー
ム
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特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
三
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
五
年
秋
田
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
書
）

第
二
条

条
例
第
五
条
の
規
則
で
定
め
る
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
添
付
書
類
）

第
三
条

前
条
の
申
請
書
に
は
、
定
款
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
免
除
の
申
請
　
直
前
の
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書

及
び
収
支
計
算
書

二
　
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
免
除
の
申
請
　
次
に
掲
げ
る
書
類

（一）

当
該
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
及
び
損
益
計
算
書

（二）

国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
委
託
さ
れ
た
事
業
の
契
約
書
の
写
し

三
　
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
課
税
免
除
の
申
請
　
次
に
掲
げ
る
書
類

（一）

登
記
簿
謄
本
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
不
動
産
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
も
の

（二）

当
該
不
動
産
の
譲
受
け
が
無
償
で
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（三）

平
面
図
そ
の
他
の
書
類
に
当
該
不
動
産
の
直
接
条
例
第
三
条
の
特
定
非
営
利
活
動
の
用
に

供
し
て
い
る
部
分
を
表
示
し
た
も
の

四
　
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
課
税
免
除
の
申
請
　
次
に
掲
げ
る
書
類

（一）

当
該
自
動
車
の
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
六
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
検
査
証
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸

省
令
第
七
十
四
号
）
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
写
し

（二）

当
該
自
動
車
の
譲
受
け
が
無
償
で
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
課
税
免
除
の
通
知
）

第
四
条

地
域
振
興
局
長
は
、
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
処
分
を
決
定
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
課
税
免
除
承
認
（
不
承
認
）
通
知
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
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３

課税免除申請書

年　　月　　日

秋田県　　地域振興局長　様

所　在　地

名　　　　称

代表者の氏名　　　　　　　　　　 w

電 話 番 号

次のとおり、県税の課税免除の承認を受けたいので、特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例

第５条第　項の規定により、申請します。

様式第１号 課税免除申請書（第２条関係）

（Ａ４判）

県民税の均等割

不動産取得税

自動車取得税

年　　　　　月　　　　　日

年　　　　　月　　　　　日

年　　　　　月　　　　　日

住所（所在地）

氏名（名　称）

住所（所在地）

氏名（名　称）

年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで
課 税 免 除 を
受けようとする
事 業 年 度 等

収益事業の概要

不動産の所在

当該不動産を

譲 渡 し た 者

取 得 年 月 日

特定非営利活動
の用に供した
年 月 日

用 途

備考

１　県民税の均等割の「収益事業の概要」の欄には、国又は地方公共団体から委託された事業及び当該国又は地方

公共団体の機関の名称を記載してください。

２　自動車取得税の「使用目的」の欄には、当該自動車を利用することとなる特定非営利活動の種類及びその内容

を記載してください。

土
地
　
家
屋

地　　番

地　　目

家屋番号

構　　造

地　　積

種　　類

床 面 積

㎡

㎡

登 録 番 号

主たる定置場

当該自動車を

譲 渡 し た 者

取 得 年 月 日

使 用 目 的

備

考

種　　　　別
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４

課税免除承認（不承認）通知書

様

秋田県　　地域振興局長　　　　　　　　　

年　　月　　日付けで申請のあった県税の課税免除について、次のとおり承認した（承認しない）ので、特

定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則第４条の規定により、通知します。

様式第２号　課税免除承認（不承認）通知書（第４条関係）

（Ａ４判）

課税免除を承認

す る 税 目

課税免除を承認

し な い 税 目

不承認の理由

事業年度等、不動産の表示又は自動車の登録番号

事業年度等、不動産の表示又は自動車の登録番号

この処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に

行政不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることができます。

審査請求書は、正副２通をなるべくこの処分をした地域振興局長を経由して提出してください。

印

この処分に不

服がある場合

の救済の方法
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身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
費
用
の
負
担
命
令
及
び
徴
収
に
関
す
る
規
則
及
び
知
的
障
害
者
福
祉

法
に
よ
る
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
三
十
六
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
費
用
の
負
担
命
令
及
び
徴
収
に
関
す
る
規
則
及
び
知
的
障
害
者

福
祉
法
に
よ
る
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
費
用
の
負
担
命
令
及
び
徴
収
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年

秋
田
県
規
則
第
二
十
二
号
）

二
　
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
秋
田
県
規
則
第

五
十
四
号
）

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
こ
の
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
よ

る
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
規
則
第
二
条
に
規
定
す
る
入
所
等
の
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の

知
的
障
害
者
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

５
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